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～ 生ごみを大幅削減 SDGｓの観点からも大注目の機械です ～

無 料 相 談 会

0277-45-2160

6/14㈯・21㈯・28㈯
9時～18時の間で60分

相続について、お気軽にご相談ください。

相続税の無料

シミュレーション実施中！

株式会社 矢野 様

税制改正大綱から一変、令和7年分以後の所得税が改正されました。基礎控除が

所得に応じて変わる複雑な仕組みになります。

但し、令和7年分は年末調整で対応するため、現時点での事務処理はいままで通

りで大丈夫です。来年以降、源泉所得税額の早見表等が変更となる予定です。

よく言われる「103万円の壁」と

は、基礎控除48万円と、給与所

得控除の55万円を合わせた103

万円以下であれば所得税は課

税されないというものでした。

今回の改正で令和7年の所得

税から最大で基礎控除額が95

万円に、給与所得控除額の最

低保証額が65万円に引き下げ

られ、所得税の課税最低限は

160万円となります。

では、複雑になった改正内容

を見ていきましょう。

基礎控除の見直し

まず、給与所得控除ですが下表のとおり190万円以下は控除額が少し多くなってい

ますが、190万円超はおおよそ今まで通りです。

給与所得控除の改正

で恩恵を受けるのは、

年収190万円以下で働

く方々。103万円の壁を

意識して働き控えをし

ていた「もっと働きたい」

という方と、年末商戦

時期に働き控えでシフ

ト調整に苦戦していた

事業者にとっては朗報

となりました。

《収入が増えた場合の注意点》

一定の年収を超えると、社会保険への加入が必要に

なったり、住民税が課税されたりします。年収によっては、

手取り金額が減ってしまう可能性もありますので、事業

主とよく話し合ってシミュレーションしてもらいましょう。

※住民税の課税ラインは「110万円」ですが、自治体に

よっては110万円以下でも課税されます。

多くの人が恩恵を受ける所得税の基礎控除の引き上げを見ていきましょう。

上表の通り、合計所得金額が2,350万円以下は基礎控除額が多くなりますので、

結果、減税となります。

世帯類型ごとの所得税減税額目安は下表のようになっています。

結論、この改正により高所得者を除き減税になります。所得が低い人ほど恩恵が

あります。住民税の基礎控除は変更がないですが、給与所得控除が下がりますの

で、年収200万円以下の方には恩恵となります。

来年以降は所得税額早見表が変更となるので、令和7年の年末調整が一番恩恵

を感じられるかもしれませんね。

～TKC事務所通信臨時号より～

源泉所得税が

大幅に変更されました


